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主 文

１ 外務大臣が原告らに対して平成２０年１０月２日付けでした別紙１－１行政

文書目録１記載の各行政文書を不開示とする決定を取り消す。

２ 外務大臣は，原告らに対し，別紙１－１行政文書目録１記載の各行政文書の

開示決定をせよ。

３ 財務大臣が原告らに対して平成２０年１０月２日付けでした別紙１－２行政

文書目録２記載の各行政文書を不開示とする決定を取り消す。

４ 財務大臣は，原告らに対し，別紙１－２行政文書目録２記載の各行政文書の

開示決定をせよ。

５ 被告は，原告ら各自に対し，それぞれ１０万円及びこれに対する平成２０年

１０月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

６ 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文同旨

第２ 事案の概要

本件は，原告らが 「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆，

国との間の協定 （昭和４７年条約第２号。以下「沖縄返還協定」という ）の」 。

締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉（以下「沖縄返還交渉」と

いう ）において，日本が米国に対して沖縄返還協定で規定した内容を超える。

財政負担等を国民に知らせないままに行う旨の合意（いわゆる「密約 ）があ」

ったとして，外務大臣及び財務大臣に対し，行政機関の保有する情報の公開に
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関する法律（以下「情報公開法」という ）４条１項に基づき，上記密約を示。

す行政文書及びそれに関連する行政文書の開示を請求したところ，外務大臣及

び財務大臣から，いずれの行政文書についても保有していないこと（不存在）

を理由とする各不開示決定を受けたため，被告に対し，上記各不開示決定の取

消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに，上記各不開

， ，示決定によって精神的損害を被ったと主張して 国家賠償法１条１項に基づき

原告１人当たり各１０万円及びこれに対する上記各不開示決定の日である平成

２０年１０月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める事案である。

１ 前提となる事実

本件の前提となる事実は，次のとおりである。証拠により容易に認めること

ができる事実等については，その根拠（証拠に枝番があるものは，特記しない

限り枝番を含む。以下同じ ）を末尾に付記した。その余の事実は，当事者間。

に争いがない。

(1) 沖縄返還交渉の概観

ア 琉球諸島及び大東諸島（以下，両者を併せて「沖縄」という ）は，第。

２次世界大戦におけるいわゆる沖縄戦の後，米国軍隊（以下「米軍」とい

う ）の占領下に置かれ，その後 「日本国との平和条約 （昭和２７年条。 ， 」

約第５号）３条に基づき，米国が暫定的に施政権を行使していた。

米国の施政権下の沖縄においては，米軍兵による幼女に対する暴行殺害

事件（昭和３０年 ，米軍機が小学校に墜落する事故（同３４年）などの）

重大な事件及び事故が発生し，我が国では，沖縄に対する米国の施政権の
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我が国への返還（以下「沖縄返還」という ）を早期に実現することを求。

める運動が高まっていたところ，沖縄返還を政治的課題として掲げた佐藤

栄作総理大臣（以下「佐藤総理大臣」という ）は，同４０年８月，沖縄。

，「 ， 『 』を訪問し 沖縄の祖国復帰が実現しない限り 我が国にとっての 戦後

は終わっていない との声明を発表した そして 我が国は いわゆる 核」 。 ， ， 「

， 」 。（ ，抜き 本土並み を目指して沖縄返還交渉に臨むことになった 甲２４

弁論の全趣旨）

イ 佐藤総理大臣及び米国のリンドン・Ｂ・ジョンソン大統領（以下「ジョ

ンソン大統領」という ）は，昭和４０年１月１２日及び１３日，米国の。

ワシントンＤ．Ｃ （以下「ワシントン」という ）で会談し，同日，共同． 。

声明を発表した。同共同声明には，沖縄返還に関連して 「総理大臣は，，

これらの諸島の施政権ができるだけ早い機会に日本へ返還されるようにと

の願望を表明し 「大統領は，施政権返還に対する日本の政府及び国民の」，

願望に対して理解を示し，極東における自由世界の安全保障上の利益が，

この願望の実現を許す日を待望していると述べた 」との記述がある （甲。 。

２６）

また，佐藤総理大臣及びジョンソン大統領は，昭和４２年１１月１４日

及び１５日，ワシントンで会談し，同日，共同コミュニケを発表した。同

共同コミュニケには 「総理大臣は，沖縄の施政権の日本への返還に対す，

る日本政府及び日本国民の強い要望を強調し，日米両国政府及び両国民の

相互理解と信頼の上に立って妥当な解決を早急に求めるべきであると信ず

る旨を述べた。総理大臣は，さらに，両国政府がここ両三年以内に双方の
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。 ，満足しうる返還の時期につき合意すべきであることを強調した 大統領は

これら諸島の本土復帰に対する日本国民の要望は，十分理解しているとこ

ろであると述べた 」との記述がある （甲２７）。 。

ウ 愛知揆一外務大臣（以下「愛知外務大臣」という ）は，昭和４４年６。

月及び９月にワシントンで，同年７月に東京で，それぞれ米国のウィリア

ム・Ｐ・ロジャーズ国務長官（以下「ロジャーズ国務長官」という ）と。

会談し，沖縄返還の問題について協議した （甲２９，弁論の全趣旨）。

エ 福田赳夫大蔵大臣（以下「福田大蔵大臣」という ）は，昭和４４年９。

月２７日及び２８日，米国のバージニア州フェアフィールド・ファームに

， （ 「 」おいて 米国のデービッド・ケネディ財務長官 以下 ケネディ財務長官

という ）と会談した（以下「福田・ケネディ会談」という 。なお，原。 。）

告らは，福田・ケネディ会談において沖縄返還の問題についての協議がさ

れたと主張しているのに対し，被告はこれを争っている （甲２９，弁論。

の全趣旨）

オ 佐藤総理大臣及び米国のリチャード・Ｍ・ニクソン大統領は，昭和４４

年１１月１９日から２１日まで，ワシントンで会談し，同日，共同声明を

発表した（ 佐藤栄作総理大臣とリチャード・Ｍ・ニクソン大統領との間「

の共同声明 。以下「佐藤・ニクソン共同声明」という 。佐藤・ニクソ」 。）

ン共同声明には，次の記述がある。

(ア) ６項

総理大臣は，日米友好関係の基礎に立つて沖縄の施政権を日本に返還

し，沖縄を正常な姿に復するようにとの日本本土及び沖縄の日本国民の
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強い願望にこたえるべき時期が到来したとの見解を説いた。大統領は，

総理大臣の見解に対する理解を示した。総理大臣と大統領は，また，現

在のような極東情勢の下において，沖縄にある米軍が重要な役割を果た

していることを認めた。討議の結果，両者は，日米両国共通の安全保障

上の利益は，沖縄の施政権を日本に返還するための取決めにおいて満た

しうることに意見が一致した。よつて，両者は，日本を含む極東の安全

をそこなうことなく沖縄の日本への早期復帰を達成するための具体的な

取決めに関し，両国政府が直ちに協議に入ることに合意した。さらに，

両者は，立法府の必要な支持をえて前記の具体的取決めが締結されるこ

とを条件に１９７２年中に沖縄の復帰を達成するよう，この協議を促進

すべきことに合意した。これに関連して，総理大臣は，復帰後は沖縄の

局地防衛の責務は日本自体の防衛のための努力の一環として徐徐にこれ

。 ， ，を負うとの日本政府の意図を明らかにした また 総理大臣と大統領は

米国が，沖縄において両国共通の安全保障上必要な軍事上の施設及び区

域を日米安保条約に基づいて保持することにつき意見が一致した。

(イ) ８項

総理大臣は，核兵器に対する日本国民の特殊な感情及びこれを背景と

する日本政府の政策について詳細に説明した。これに対し，大統領は，

深い理解を示し，日米安保条約の事前協議制度に関する米国政府の立場

を害することなく，沖縄の返還を，右の日本政府の政策に背馳しないよ

う実施する旨を総理大臣に確約した。

(ウ) ９項
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総理大臣と大統領は，沖縄の施政権の日本への移転に関連して両国間

において解決されるべき諸般の財政及び経済上の問題（沖縄における米

国企業の利益に関する問題も含む ）があることに留意して，その解決。

についての具体的な話合いをすみやかに開始することに意見の一致をみ

た。

（甲２８，乙７）

カ 我が国における沖縄返還交渉の関連事務については，外務省がこれを主

管し，愛知外務大臣がロジャーズ国務長官及びアーミン・Ｈ・マイヤー駐

日米国大使（以下「マイヤー大使」という ）との間で交渉をしたほか，。

愛知外務大臣の指示の下，吉野文六（以下「吉野」という ）を含む外務。

省アメリカ局長が駐日米国公使のリチャード・スナイダー（以下「スナイ

ダー」という ）との間で交渉を行った。また，外務省は，沖縄返還交渉。

を進めるに当たり，関係省庁と各々の所管事項につき協議を行ったが，そ

， ，の方法については 閣僚レベルのものから担当部局間の連絡及び調整まで

様々な態様のものがあった。

ただし，沖縄返還交渉のうち，米国の財政負担により設けられた資産等

の取扱いを含む財政及び経済上の問題（以下「財政経済問題」という ）。

については，主として大蔵省と米国の財務省との間で数次の公式交渉が行

われた。大蔵省では，福田大蔵大臣の指示の下，大蔵省財務官の柏木雄介

（以下「柏木」という ）が米国の財務省との交渉及び国内の調整に当た。

った。そして，同交渉は，最終的には，沖縄返還協定の締結に向けて，外

交経路での協議に引き継がれた。
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（弁論の全趣旨）

キ 沖縄返還交渉の結果，昭和４６年６月１７日，愛知外務大臣は東京の総

， ，理大臣官邸において ロジャーズ国務長官はワシントンの国務省において

沖縄返還協定にそれぞれ署名をした。沖縄返還協定は，同年１１月２４日

に衆議院において，また，同年１２月２２日に参議院においてそれぞれそ

の締結が承認され，国内法上の承認手続を終了し，同４７年３月１５日，

批准書の交換が行われた。

沖縄返還協定には，次の内容の規定がある。

(ア) ４条

１ 日本国は，この協定の効力発生の日前に琉球諸島及び大東諸島にお

けるアメリカ合衆国の軍隊若しくは当局の存在，職務遂行若しくは行

動又はこれらの諸島に影響を及ぼしたアメリカ合衆国の軍隊若しくは

当局の存在，職務遂行若しくは行動から生じたアメリカ合衆国及びそ

の国民並びにこれらの諸島の現地当局に対する日本国及びその国民の

すべての請求権を放棄する。

２ （略）

３ アメリカ合衆国政府は，琉球諸島及び大東諸島内の土地であつて合

衆国の当局による使用中１９５０年７月１日前に損害を受け，かつ，

１９６１年６月３０日後この協定の効力発生の日前にその使用を解除

されたものの所有者である日本国民に対し，土地の原状回復のための

自発的支払を行なう。この支払は，１９６１年７月１日前に使用を解

除された土地に対する損害で１９５０年７月１日前に加えられたもの
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に関する請求につき１９６７年の高等弁務官布令第６０号に基づいて

行なつた支払に比し均衡を失しないように行なう。

４ （略）

(イ) ６条

１ 琉球電力公社，琉球水道公社及び琉球開発金融公社の財産は，この

協定の効力発生の日に日本国政府に移転し，また，これらの公社の権

利及び義務は，同政府が同日に日本国の法令に即して引き継ぐ。

２ その他のすべてのアメリカ合衆国政府の財産で，この協定の効力発

生の日に琉球諸島及び大東諸島に存在し，かつ，第３条の規定に従つ

て同日に提供される施設及び区域の外にあるものは，同日に日本国政

府に移転する。ただし，この協定の効力発生の日前に関係土地所有者

に返還される土地の上にある財産及びアメリカ合衆国政府が日本国政

府の同意を得て同日以後においても引き続き所有する財産は，この限

りでない。

３ アメリカ合衆国政府が琉球諸島及び大東諸島において埋め立てた土

地並びに同政府がこれらの諸島において取得したその他の埋立地であ

つて，同政府がこの協定の効力発生の日に保有しているものは，同日

に日本国政府の財産となる。

４ アメリカ合衆国は，１及び２の規定に従つて日本国政府に移転する

財産のある土地に対してこの協定の効力発生の日前に加えられたいか

， 。なる変更についても 日本国又は日本国民に補償する義務を負わない

(ウ) ７条
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日本国政府は，合衆国の資産が前条の規定に従つて日本国政府に移転

されること，アメリカ合衆国政府が琉球諸島及び大東諸島の日本国への

返還を１９６９年１１月２１日の共同声明第８項にいう日本国政府の政

策に背馳しないよう実施すること，アメリカ合衆国政府が復帰後に雇用
ち

の分野等において余分の費用を負担することとなること等を考慮し，こ

の協定の効力発生の日から５年の期間にわたり，合衆国ドルでアメリカ

合衆国政府に対し総額３億２０００万合衆国ドルを支払う。日本国政府

は，この額のうち，１億合衆国ドルをこの協定の効力発生の日の後１週

間以内に支払い，また，残額を４回の均等年賦でこの協定が効力を生ず

る年の後の各年の６月に支払う。

(エ) ８条

日本国政府は，アメリカ合衆国政府が，両政府の間に締結される取極

に従い，この協定の効力発生の日から５年の期間にわたり，沖縄島にお

けるヴォイス・オヴ・アメリカ中継局の運営を継続することに同意す

る。両政府は，この協定の効力発生の日から２年後に沖縄島におけるヴ

ォイス・オヴ・アメリカの将来の運営について協議に入る。

(2) 外務大臣に対する開示請求及び外務大臣の不開示決定

ア 原告ら外３８名は，平成２０年９月２日，外務大臣に対し，情報公開法

４条１項に基づき，別紙１－１行政文書目録１記載の各行政文書（以下，

併せて「本件各文書１」といい，それぞれの文書については「本件文書１

(1)」のように表記する ）の開示を請求した（以下「本件開示請求１」と。

いう 。。）



10

イ 本件文書１(1)及び(2)はいずれも１枚の書面であり，それらと同一内容

の各文書（写し）が米国国立公文書館で公開されているもので，本件開示

請求１に係る行政文書開示請求書には，本件文書１(1)及び(2)を特定する

ため，上記のとおり公開されている各文書の写しが添付されていた。

本件文書１(1)の記載内容は別紙２－１のとおりであり，その欄外には

「Ｂ．Ｙ 」という手書きの書込みがある。また，在日米国大使館が沖縄．

返還協定調印直後の昭和４６年６月２４日付けで米国の国務省条約問題法

務顧問補佐あてに送付した沖縄返還文書つづり（甲３７。以下「沖縄返還

文書つづり」という ）には，本件文書１(1)と同一内容の文書が含まれて。

おり，同文書の標目には「Original of Summation of Discussion of

Article , Para 3, in English, initialed by Mr. Sneider and Mr.YosⅣ

hino」と記載されている。

本件文書１(2)の記載内容は別紙２－２のとおりである。米国国立公文

書館で公開されている同一内容の文書（写し）そのものからは，本件文書

１(1)のような手書きの書込みを確認することはできないが，沖縄返還文

書つづりには，本件文書１(2)と同一内容の文書が含まれており，同文書

の標目には「Memorandum, June 11, 1971, concerning construction out

sideJapan of a VOA facility, in English, initialed by Mr. Sneider

and Mr. Yoshino」と記載されている。

（甲１から４まで，１３，２５，３７，原告Ｐ１本人）

ウ 外務大臣は，平成２０年１０月２日，本件開示請求１をした原告ら外３

８名に対し，本件各文書１を不開示とする決定（以下「本件処分１」とい
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う ）をした。本件処分１に係る決定通知書には 「当省は該当する文書を。 ，

保有していないため，不開示（不存在）としました 」との記載がある。。

(3) 財務大臣に対する開示請求及び財務大臣の不開示決定

ア 原告ら外３８名は，平成２０年９月２日，財務大臣に対し，情報公開法

４条１項に基づき，別紙１－２行政文書目録２記載の各行政文書（以下，

併せて「本件各文書２」といい，それぞれの文書については「本件文書２

(1)」のように表記する ）の開示を請求した（以下「本件開示請求２」と。

いう 。。）

イ 本件文書２(1)は３枚から成る書面であり，それと同一内容の文書（写

し）が米国国立公文書館で公開されているもので，本件開示請求２に係る

行政文書開示請求書には，本件文書２(1)を特定するため，上記のとおり

公開されている文書の写しが添付されていた。

本件文書２(1)の記載内容は別紙２－３のとおりであり，その１枚目及

， ， 「 」 「 」び３枚目には２箇所 ２枚目には１箇所 それぞれ ＡＪＪ 及び ＹＫ

という手書きの書込みがある。

（甲５，６，１４，２５，原告Ｐ１本人）

ウ 財務大臣は，平成２０年１０月２日，本件開示請求２をした原告ら外３

８名に対し，本件各文書２を不開示とする決定（以下「本件処分２」とい

い，本件処分１と併せて「本件各処分」という ）をした。本件処分２に。

係る決定通知書には 「本件対象文書を保有していないため，対象文書の，

不存在による不開示としました。なお，今回の開示請求を受けて，行政文

書ファイル管理簿による調査や行政文書の保存場所の探索を行いました



12

が，本件対象文書を作成又は取得した事実は確認できず，また，廃棄及び

国立公文書館への移管の記録もありませんでした 」との記載がある。。

(4) 外務省及び財務省における各文書管理体制

ア 外務省における文書管理体制

(ア) 本件文書１(1)及び(2)に記載された年月日（昭和４６年６月１１日

及び１２日）当時の外務省における文書管理体制を規定したものとして

， 「 ， ，は 同３６年９月１日付けの内規 外務省記録及び記録文書保管 保存

廃棄規程 （以下「外務省旧規程」という ）があった。外務省旧規程に」 。

よれば，条約の締結交渉に関する一切の文書は第一類文書に分類され，

永久保存するものとされていたが，他方 「文書課長は保存期限が経過，

しない記録または記録文書のうち，保存の必要がないと認められるに至

つたものは関係局部課長と協議の上，官房長の決裁を経て，その保存を

廃止することができる （１２条２項）という規定もあった （乙３）。」 。

(イ) 外務省では，昭和５５年７月１日から 「外務省主管文書，記録文，

書管理規定 （昭和５５年外務省訓令第６号。以下「外務省現規定」と」

いう ）が施行されているところ，外務省現規定においても，条約の締。

結交渉に関する一切の文書は第一類文書に分類され，永久保存するもの

， ， ，「 ，とされているが 他方 外務省旧規程１２条２項と同様 総務課長は

第１３条に基づき指定された永久若しくは有期限保存記録文書の中，保

存期限の満了以前において特に保存の必要がなくなったと認められるも

のについては，関係局部課（室）長と協議の上官房長の決裁を経て廃棄

することができる （２１条１項）という規定もある （乙４）。」 。
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イ 財務省における文書管理体制

(ア) 本件文書２(1)に記載された年月日（昭和４４年１２月２日）当時

の大蔵省における文書管理体制を規定したものとしては 「大蔵省文書，

管理規程 （昭和２７年大蔵省訓令特第１号。以下「大蔵省旧規程」と」

。） 。 ， 「 」，いう があった 大蔵省旧規程によれば 文書は 第１類文書 永久

「第２類文書 １０年間 「第３類文書 ５年間」又は「第４類文書」，

」 ， ，「 」１年間 に区分され 上記文書の類別は 大蔵省文書保存類別基準表

に従って定めるものとされていた （乙５）。

， ，「 」(イ) 財務省では 平成１３年１月６日から 財務省行政文書管理規則

（平成１３年財務省訓令第１号。以下「財務省現規則」という ）が施。

， ， ，行されているところ 財務省現規則における文書の保存期間は ３０年

１０年，５年，３年，１年又は１年未満のいずれかの期間とされている

が，他方 「文書管理者は，保存期間が満了した行政文書について，職，

務の遂行上必要があると認めるときは，一定の期間を定めて当該保存期

間を延長することができる。この場合において，当該延長に係る保存期

間が満了した後にこれを更に延長するときも，また同様とする （１１。」

条 「文書管理者は，保存期間（保存期間を延長した場合にあっては，），

延長後の保存期間）が満了した行政文書であって公文書館等において保

存することが適当であると認めるものについては，当該機関に移管する

ものとする （１６条１項）という各規定もある （乙６）。」 。

(5) 本件訴えの提起

原告らは，平成２１年３月１６日，本件訴えを提起した （当裁判所に顕。
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著な事実）

(6) 本件訴え提起後の事情

外務大臣は，平成２１年９月１６日，外務事務次官に対し，国家行政組織

法１０条及び１４条２項に基づく大臣命令により，沖縄返還時の原状回復補

償費の肩代わりに関する「密約」を含む合計４つのいわゆる「密約」につい

て，外務省内に存在する原資料を調査し，同年１１月末を目処に，その調査
め ど

結果を報告することを求めた。同大臣命令に基づく調査は，本件訴訟の口頭

弁論終結日当時も継続中であった （乙１１，弁論の全趣旨）。

２ 争点

(1) 本件処分１の適法性（本件各文書１の存否及び本件処分１の理由付記の

適法性）

(2) 本件処分２の適法性（本件各文書２の存否）

(3) 本件各文書１の開示決定の義務付けの訴え及び本件各文書２の開示決定

の義務付けの訴え（以下，併せて「本件各義務付けの訴え」という ）の適。

法性（本案前の争点）及びその適否（本案の争点）

(4) 国家賠償請求の適否及び損害額

３ 当事者の主張の要旨

(1) 争点(1)（本件処分１の適法性（本件各文書１の存否及び本件処分１の理

由付記の適法性 ）について）

ア 原告らの主張

(ア) 本件各文書１の存否について

ａ 本件各文書１の存否に関する主張立証責任について
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情報公開法９条２項によれば，情報公開法は，行政文書が不存在で

ある場合と情報公開法５条各号の不開示情報に該当する場合とを不開

示理由としては区別していないところ，上記不開示情報に該当するこ

とについて被告となる行政機関側が主張立証責任を負うことには争い

がないのであるから，行政文書の不存在の主張立証責任についてもこ

。 ， （ ）れと同様に考えるべきである 以上に加え 情報公開法の目的 １条

や，行政機関が自ら行政文書を管理しているのに対し，開示請求者は

行政文書の管理状況を知り得ない立場にあること等を考慮すれば，行

政文書の不存在を理由とする不開示決定の取消訴訟においては，被告

となる行政機関側が，当該行政文書を保有していないこと（当該行政

文書の不存在）の主張立証責任を負うものというべきである。

したがって，被告は，外務省が本件処分１の当時本件各文書１を保

有していなかったこと（本件各文書１の不存在）についての主張立証

責任を負っている。

仮に，被告が主張するように，外務省が本件処分１の当時本件各文

書１を保有していたこと（本件各文書１の存在）について原告らが主

張立証責任を負うと解するとしても，原告らが事実関係から隔絶した

， ， ，地位に置かれ 証拠も偏在していることに照らすと 原告らとしては

本件処分１において提示された本件各文書１の不存在の理由が合理性

を欠く相当程度の蓋然性を立証すれば足りるというべきであり，原告

らがその立証に成功した場合には，被告は，本件処分１における判断

に不合理な点がないことを相当の根拠及び資料に基づき立証する必要
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があり，被告がこの立証を尽くさない場合には，本件処分１における

判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべきであ

る。

ｂ 外務省による本件各文書１の保有

(ａ) 本件文書１(1)は，外務省アメリカ局長の吉野及び駐日米国公

使のスナイダーが，昭和４６年６月１２日，外務省において，それ

ぞれイニシャルで署名し，日米両国が同記載内容に係る合意をした

ことを示すものである。同合意は，沖縄返還協定４条３によって米

国が自発的支払をすることとされる軍用地の原状回復費用４００万

ドルを，沖縄返還協定７条によって日本が米国に支払う３億２００

０万ドルの中から拠出することにより，日本が肩代わりするという

内容の秘密の合意（密約）である。そして，外務省は，そのころ本

件文書１(1)を保有するに至った。

(ｂ) 本件文書１(2)は，吉野及びスナイダーが，昭和４６年６月１

１日，外務省において，それぞれイニシャルで署名し，日米両国が

同記載内容に係る合意をしたことを示すものである。同合意は，米

国の短波放送であるヴォイス・オヴ・アメリカ（以下「ＶＯＡ」と

いう ）の沖縄の施設（以下「本件ＶＯＡ施設」という ）の日本国。 。

（ 。） ，外への移転費用 １６００万ドルと見積もられていた について

本件ＶＯＡ施設は日本に譲渡される米国の資産ではないため，日本

がこれを負担する根拠はないにもかかわらず，沖縄返還協定７条に

よって日本が米国に支払う３億２０００万ドルの中からこれを拠出
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することにより，日本が肩代わりすることにし，仮に同移転費用の

実際の金額が１６００万ドル未満で済んだ場合には，１６００万ド

ルとの差額分を，日本においてこれとは別に負担することを米国と

の間で秘密に合意していた米軍の施設改善移転費６５００万ドルか

ら差し引くことによって調整するという内容の秘密の合意（密約）

である。そして，外務省は，そのころ本件文書１(2)を保有するに

至った。

(ｃ) 本件文書１(3)は本件文書１(1)及び(2)に係る報告書及び公電

などの文書であり，本件文書１(4)は本件文書１(1)及び(2)の翻訳

文であるが，これらは，本件文書１(1)及び(2)が作成された場にい

なかった総理大臣，外務大臣又は大蔵大臣，あるいはワシントンの

日本大使館などに対する報告等を行うために作成されたはずであ

り，いずれも外務省が保有するに至ったものである。

(ｄ) 本件文書１(1)及び(2)は，いずれも日米両国の最終的な合意を

示すものであるから，外務省はそれらを永久保存文書として保管し

ているはずであり，それらの報告等のための文書である本件文書１

(3)及び(4)についても，永久保存文書又はこれに準ずる文書として

保管しているはずである。

ｃ まとめ

以上によれば，外務省は本件処分１の当時本件各文書１を保有して

いたというべきであって，本件各文書１がそれまでに廃棄されていた

ということはできない。
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したがって 外務省において本件各文書１を保有していないこと 不， （

存在）を理由としてされた本件処分１は，違法である。

(イ) 本件処分１の理由付記について

情報公開法の目的（１条）からすれば，開示請求に対する不開示決定

における理由付記は 行政機関の長に慎重かつ合理的な判断を要求し 恣， ，
し

意を抑制するとともに，開示請求者に対して，その不服申立てに便宜を

与える趣旨に出たものであるから，行政機関の長は，文書が存在しない

ことについて，具体的な事実を踏まえた上で十分な説明をする責任を負

っている。

ところが，本件処分１には「当省は該当する文書を保有していないた

め，不開示（不存在）としました 」という理由しか付記されていない。

ところ，この理由では，外務省が本件各文書１を物理的に保有していな

いのか，又は解釈上開示義務を負う文書を保有していないのかが不分明

であり，どのような事実に基づいてどのような法的理由により不開示と

したのかが何ら示されていないものであるから，極めて不十分な理由付

記というべきである。

したがって，本件処分１は，行政手続法８条により求められる理由の

提示に瑕疵があるから，違法である。

イ 被告の主張

(ア) 本件各文書１の存否について

ａ 本件各文書１の存否に関する主張立証責任について

情報公開法２条２項及び３条の各規定の構造によれば，行政機関が
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行政文書を保有していることは，当該行政文書に係る開示請求権が発

生するための要件というべきであるから，一般に，行政文書の不存在

を理由とする不開示決定の取消訴訟において，行政機関が当該行政文

書を保有していること（当該行政文書の存在）についての主張立証責

任は，原告となる開示請求者が負うものというべきである。

したがって，原告らは，外務省が本件処分１の当時本件各文書１を

保有していたこと（本件各文書１の存在）についての主張立証責任を

負っている。

ｂ 外務省が本件処分１の当時本件各文書１を保有していないことは不

自然ではないこと

(ａ) 外務省における本件各文書１の探索及びその結果

Ⅰ 外務省は，合理的かつ十分な探索を行ったものの，本件各文書

１を発見することができなかった。

Ⅱ すなわち，外務省においては，平成１７年１２月から同１８年

， （ ）２月にかけて 当時係属中であった東京地方裁判所平成▲年 ワ

第▲号謝罪文交付等請求事件（以下「別件事件」という。なお，

別件事件の原告は，本件の原告Ｐ２である ）に関連し，別件事。

件の甲第１号証から第５号証まで（別件事件の原告が米国国立公

文書館において発見されたと主張する文書）に相当する文書等を

保有しているか否かを確認する作業を行った。具体的な作業とし

ては，まず，外務省北米局北米第一課（以下「北米第一課」とい

う ）において，昭和４０年から同５１年にかけて作成された沖。
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縄返還交渉に関する行政文書ファイル合計３０８冊を特定し，１

冊ごとに職員が確認した。その結果，別件事件の甲第１号証から

第５号証までに相当する文書及びこれらについての報告等の文書

をいずれも保有していないことを確認した。

外務省においては，本件開示請求１を受理した後，本件文書１

(1)及び(2)は，それぞれ，別件事件の甲第２号証及び第３号証と

同一内容のものであると認められたことから，前記の探索結果に

照らすと，外務省では本件文書１(1)及び(2)並びにこれらについ

ての報告等の文書（本件文書１(3)及び(4)を含む ）を保有して。

いないと判断し，不存在を理由とする本件処分１を行ったもので

ある。

(ｂ) 本件各文書１が米国側にのみ存在していた可能性及び外務省に

おいて既に廃棄されている可能性

本件文書１(1)及び(2)は，いずれも，国家間の合意等を示す文書

としての一般的な形態を備えてない上，表題も「議論の要約」及び

「メモ」にすぎず，また，各文中には，日米両政府間の交渉におい

て到達した了解や合意であることを示したり，それを示唆したりす

る具体的な文言はない。そうすると，本件文書１(1)及び(2)と同一

内容のものとして米国国立公文書館で公開されている各文書は，最

終的な合意文書ではなく，米国側によって交渉過程の途中の記録と

して作成された文書にすぎないと理解するのが自然である。上記各

文書がそのようなものであるとすれば，一般的に，内部で作成し使
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用する文書は相手国に渡さないのが外交上の慣行であるから，本件

文書１(1)及び(2)を日本政府が取得せず，その結果，外務省が本件

処分１の当時本件各文書１を保有していなかったとしても不自然で

はない。

そして，仮に外務省が何らかの事情で本件文書１(1)及び(2)を取

得していたとしても，外務省旧規程１２条２項及び外務省現規定２

１条１項の各規定内容を考慮すると，それらについては，単に交渉

過程の途中で作成され，最終的な合意に反映されなかった文書であ

り，保存の必要がないとして，廃棄されたことが十分に考え得ると

ころである。

ｃ まとめ

以上によれば，外務省が本件処分１の当時本件各文書１を保有して

いたということはできない。

したがって 外務省において本件各文書１を保有していないこと 不， （

存在）を理由としてされた本件処分１は，適法である。

(イ) 本件処分１の理由付記について

法令が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に，どの程度

の記載をすべきかについては，処分の性質と理由付記を命じた各法令の

趣旨及び目的に照らして判断すべきものである。これを，情報公開法９

条２項の文書を保有していないことを理由に不開示決定をする場合につ

いてみれば，保有していない理由には種々あり得ることから，個別具体

的な事案に即して理由付記の程度も判断せざるを得ない。そして，本件
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開示請求１は，最近作成された文書の開示を求めるものではなく，本件

開示請求１当時，作成されたとされる時点から４０年近く経過している

文書を対象とするものであったことに加え，外務省としては，本件各文

書１が存在していたか否かについて把握のしようがなかったのであるか

ら，原告らが主張するように，過去の一時点における作成や保有の有無

を把握し，理由として付記することは不可能であった。

したがって，本件処分１の理由としては「当省は該当する文書を保有

していないため，不開示（不存在）としました 」と記載せざるを得な。

かったものである。この記載は本件処分１当時，理由付記としては必要

十分な記載であったというべきであり，適法である。

(2) 争点(2)（本件処分２の適法性（本件各文書２の存否 ）について）

ア 原告らの主張

(ア) 本件各文書２の存否に関する主張立証責任について

前記(1)ア(ア)ａのとおりであるから，被告は，財務省が本件処分２

（ ）の当時本件各文書２を保有していなかったこと 本件各文書２の不存在

についての主張立証責任を負っており，仮に，被告が主張するように，

財務省が本件処分２の当時本件各文書２を保有していたこと（本件各文

書２の存在）について原告らが主張立証責任を負うと解するとしても，

原告らとしては，本件処分２において提示された本件各文書２の不存在

の理由が合理性を欠く相当程度の蓋然性を立証すれば足りるというべき

であり，原告らがその立証に成功した場合には，被告は，本件処分２に

おける判断に不合理な点がないことを相当の根拠及び資料に基づき立証
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する必要があり，被告がこの立証を尽くさない場合には，本件処分２に

おける判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべき

である。

(イ) 財務省による本件各文書２の保有

ａ 本件文書２(1)は，大蔵省財務官の柏木及び米国の財務長官特別補

（ 「 」 。）佐官のアンソニー・Ｊ・ジューリック 以下 ジューリック という

が，佐藤・ニクソン共同声明が発表された直後である昭和４４年１２

月２日，ワシントンにおいて，それぞれイニシャルで署名し，日米両

国が同記載内容に係る合意をしたことを示すものである。同合意は，

日本が，沖縄返還協定７条によって日本が米国に支払う３億２０００

万ドルを上回る財政負担をすること，すなわち，①日本が，米国に対

し，民政用及び共同使用の資産（電力会社，琉球開発金融公社，水道

会社，行政組織機構，基地外の道路網，並びに合意される航行及び通

信補助装置）を買い取る対価（以下「買取資産の対価」という ）と。

して１億７５００万ドルを５年間の均等年賦払いにより現金で支払う

こと，②日本が，米国に対し，軍の移転費及びその他の返還に関連す

る費用（以下「移転費等関連費用」という ）２億ドル相当の物品及。

び役務を提供すること，③日本銀行が，通貨交換によって取得したド

ルの実際額又は６０００万ドルのいずれか多い方の金額を，米国の連

邦準備銀行に２５年間無利子で預金すること，④日本が，米国に雇用

されていた沖縄の日本人について日本の社会保障制度を適用するため

の費用（以下「社会保障費用」という ）として３０００万ドルを負。
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担することという内容である。同合意は，後にこれを実施に移す段階

で，買取資産の対価（１億７５００万ドル）を含む現金による支払額

が３億ドルに増加し，その分，移転費等関連費用の物品及び役務によ

る提供額は７５００万ドルに減少し，上記の３億ドルに軍用地の原状

回復費用４００万ドル及び本件ＶＯＡ施設の移転費用１６００万ドル

が加算されて，沖縄返還協定７条に規定する３億２０００万ドルとい

う金額となったが，上記の物品及び役務による移転費等関連費用７５

００万ドルの提供合意については秘密にされた。このように，本件文

書２(1)は，沖縄返還に当たっての日本の米国に対する財政負担の総

額を確定する内容の秘密の合意（密約）を示すものである。そして，

大蔵省は，本件文書２(1)が作成されたころにそれを保有するに至っ

た。

ｂ 本件文書２(2)は本件文書２(1)に係る報告書及び公電などの文書で

あり，本件文書２(3)は本件文書２(1)の翻訳文であるが，これらは，

本件文書２(1)が作成された場にいなかった総理大臣，大蔵大臣又は

外務大臣などに対する報告等を行うために作成されたはずであり，い

ずれも大蔵省が保有するに至ったものである。

ｃ 本件文書２(1)は，沖縄返還に当たっての財政経済問題に関する日

米両国間の基本合意を示すものであるから，財務省はそれを永久保存

文書として保管しているはずであり，その報告等のための文書である

本件文書２(2)及び(3)についても，永久保存文書又はこれに準ずる文

書として保管しているはずである。
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(ウ) まとめ

以上によれば，財務省は本件処分２の当時本件各文書２を保有してい

たというべきであって，本件各文書２がそれまでに廃棄されていたとい

うことはできない。

したがって，財務省において本件各文書２を保有していないこと（不

存在）を理由としてされた本件処分２は，違法である。

イ 被告の主張

(ア) 本件各文書２の存否に関する主張立証責任について

前記(1)イ(ア)ａのとおりであるから，原告らは，財務省が本件処分

２の当時本件各文書２を保有していたこと（本件各文書２の存在）につ

いての主張立証責任を負っている。

(イ) 財務省が本件処分２の当時本件各文書２を保有していないことは不

自然ではないこと

ａ 財務省における本件各文書２の探索及びその結果

(ａ) 財務省は，合理的かつ十分な探索を行ったものの，本件各文書

２を発見することができなかった。

(ｂ)Ⅰ すなわち，財務省大臣官房総合政策課政策推進室長及び同大

臣官房文書課情報公開・個人情報保護室長は，本件各文書２につ

いて，本件開示請求２の別紙の体裁や記載内容から，沖縄返還交

渉に関する文書であると判断し，平成２０年９月９日，沖縄返還

交渉に関する事務及びこれと関連性を有していた事務を所掌して

いたと思われるすべての関係部局である大臣官房秘書課，同文書
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課，同総合政策課，主計局，理財局，国際局及び財務総合政策研

究所に対し，本件文書２(1)及びその関連文書，これらを作成又

は取得した事実を確認できる文書（本件文書２(2)及び(3)を含

。） 。む 並びにこれらを廃棄又は移管した記録の探索依頼を行った

財務省大臣官房総合政策課政策推進室（以下「政策推進室」とい

う ）担当課長補佐は，上記探索依頼に当たり，上記各関係部局。

の担当者を審議官室に参集させ，依頼文書を交付するとともに，

①財務省行政文書情報システムにおける行政文書ファイル管理簿

において 「沖縄」をキーワードに，１９６９年から１９７２年，

までの間に作成又は取得された行政文書ファイルの有無を検索

し，行政文書ファイルの存在が確認された場合には，当該行政文

書ファイルに属するすべての行政文書を現物確認すること，②上

記システム上では抽出し得なかったとしても，作成又は取得年度

にかかわらず「沖縄」の文言を含む行政文書ファイル，又は１９

６９年から１９７２年までの間に作成又は取得された行政文書フ

ァイルについて，実地で確認することを指示した。この探索依頼

を受けて，上記各関係部局において探索を行ったものの，いずれ

の部局においても，本件文書２(1)及びその関連文書，これらを

作成又は取得した事実を確認できる文書（本件文書２(2)及び(3)

を含む ）並びにこれらを廃棄又は移管した記録のいずれの文書。

も発見には至らなかった。

そこで，財務大臣は，本件各文書２を保有していないとして本
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件処分２をしたものである。

Ⅱ さらに，政策推進室担当課長補佐は，本件訴訟提起後，裁判長

の訴訟指揮を受けて，平成２１年９月，前記Ⅰに加えてより広く

沖縄返還交渉に関する記録を確認することとし，まず，政策推進

室において，行政文書ファイル管理簿上，財務省における行政文

書から「沖縄」の文言を含む全行政文書ファイルを抽出し，その

上で，１９６９年から１９７２年までの間に作成又は取得された

文書の有無を検索したが，沖縄返還交渉に関する行政文書ファイ

ルの発見には至らなかった。

， ， ，そこで 平成２１年１０月１４日に 財務省内全部局を対象に

「沖縄返還交渉に関する文書」について調査を行った。同調査依

頼に当たっては，すべての行政文書ファイルのうち，作成又は取

得年度にかかわらず「沖縄」の文言を含む行政文書ファイル，又

は１９６９年から１９７２年までの間に作成又は取得された行政

文書ファイルについて，実地で確認を行うよう指示した。この探

索依頼を受けて 「沖縄」の文言を含む行政文書ファイル，又は，

１９６９年から１９７２年までの間に作成され，若しくは取得さ

れた行政文書ファイルが存在した全部局において沖縄返還交渉に

関する行政文書の探索が行われたものの，いずれの部局からも，

沖縄返還交渉に関する行政文書又はその廃棄若しくは移管の記録

は発見されなかった。

また，財務省では，沖縄返還交渉に関する直接の会談の記録に
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関与したと考えられる財務官室及び大臣官房審議官室の平成１３

年１月当時の各行政文書担当者からも事情を聴取したが，財務官

室の担当者は記憶にないとのことであり，大臣官房審議官室の担

当者によれば，沖縄返還協定に関する文書と推察される文書とし

ては，沖縄関係法の条文及び決裁がつづられた「沖縄関係法」の

行政文書ファイル（平成１３年度末に保存期間経過に伴い廃棄さ

れた ）以外には一切保存されていなかったとのことであった。。

同年１月以前に大蔵省の国際協議の窓口となることが多かった国

際金融局における同月当時の行政文書担当者からも事情を聴取し

たが，記憶にないとのことであった。

Ⅲ 以上のとおりであるから，財務省においては，沖縄返還交渉に

関する行政文書を一切保存していないものである。

ｂ 本件各文書２が米国側にのみ存在していた可能性及び財務省におい

て既に廃棄されている可能性

本件文書２(1)は，国家間の合意等を示す文書としての一般的な形

態を備えていない上，表題も「メモ」にすぎず，また，文中には，日

米両政府間の交渉において到達した了解や合意であることを示した

り，それを示唆したりする具体的な文言はないし，内容面でも，最終

的な合意である沖縄返還協定と対比すると，支払金額や買い取る資産

の内訳が大きく異なっている。また，たとえそれが財政的側面につい

てであったとしても，国際約束締結権限を有しない大蔵省の代表が，

日米間の最終的な法的拘束力を有する合意を構成する文書を作成する
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ことはあり得ない。そうすると，本件文書２(1)と同一内容のものと

して米国国立公文書館で公開されている文書は，最終的な合意文書で

はなく，米国側によって交渉過程の途中の記録として作成された文書

にすぎないと理解するのが自然である。上記文書がそのようなもので

あるとすれば，一般的に，内部で作成し使用する文書は相手国に渡さ

ないのが外交上の慣行であるから，本件文書２(1)を日本政府が取得

せず，その結果，本件処分２の当時本件各文書２を財務省が保有して

いなかったとしても不自然ではない。

そして，仮に大蔵省が本件文書２(1)をその記載年月日（昭和４４

年１２月２日）ころに作成し，又は取得したとしても，それが大蔵省

旧規程の「大蔵省文書保存類別基準表」のいずれに該当するのかは一

義的に明確ではないものの，仮に第２類文書（１０年間保存 ，第３）

類文書（５年間保存）又は第４類文書（１年間保存）のいずれかに該

当するものとして保存されていたとすれば，上記各保存期間の経過に

伴い廃棄されていたはずである。また，同第１類文書（永久保存）に

該当するものとして保存されていたとすれば，財務省現規則が施行さ

れた平成１３年１月に，財務省現規則の保存期間の基準により再分類

， ，されたものと考えられるが 財務省現規則において保存期間が１０年

５年，３年又は１年のいずれかの文書として再分類された行政文書及

び保存期間が３０年として再分類された行政文書のうち保存期間が経

過していたものについては，同月の時点で，当該文書の各作成時期か

ら起算した上記各保存期間の経過に伴い廃棄されたと考えられるし，
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財務省現規則において３０年保存の文書として再分類された沖縄関連

の行政文書のうち保存期間が経過していなかった文書としては前記ａ

(ｂ)Ⅱの「沖縄関係法」の行政文書ファイルにつづられたもの（大臣

官房審議官室）があるが，これは，平成１３年度末に保存の期間の経

過に伴い，廃棄された。

なお，前記ａ(ｂ)Ⅱの財務官室，大臣官房審議官室及び国際金融局

の各行政文書担当者からの聴取結果によれば，沖縄返還交渉に関する

直接の会談の記録に関する文書は，大蔵省旧規程において第２類文書

（１０年間保存 ，第３類文書（５年間保存）又は第４類文書（１年）

間保存）のいずれかに分類され，保存期間の経過に伴い廃棄されたも

のと推察されるところである。

(ウ) まとめ

以上によれば，財務省が本件処分２の当時本件各文書２を保有してい

たということはできない。

したがって，財務省において本件各文書２を保有していないこと（不

存在）を理由としてされた本件処分２は，適法である。

(3) 争点(3)（本件各義務付けの訴えの適法性（本案前の争点）及びその適否

（本案の争点 ）について）

ア 原告らの主張

(ア) 本件各義務付けの訴えは，いわゆる申請型義務付け訴訟（行政事件

訴訟法（以下「行訴法」という ）３条６項２号）に該当するところ，。

前記(1)ア及び(2)アのとおり，本件各処分はいずれも違法であって，取
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り消されるべきものであるから，本件各義務付けの訴えはいずれも適法

である（行訴法３７条の３第１項２号 。）

(イ) そして，本件各文書１及び２について情報公開法所定の不開示事由

はなく，外務大臣は本件各文書１について，財務大臣は本件各文書２に

ついてそれぞれ開示決定をすべきであることは情報公開法上明らかであ

るから，本件各義務付けの訴えはいずれも認容されるべきである（行訴

法３７条の３第５項 。）

イ 被告の主張

前記(1)イ及び(2)イのとおり，本件各処分はいずれも適法であって，取

り消されるべきものには当たらないから，本件各義務付けの訴えは，いず

れも行訴法３７条の３第１項２号の訴訟要件を欠く不適法なものである。

(4) 争点(4)（国家賠償請求の適否及び損害額）について

ア 原告らの主張

原告らは，本件各処分により，情報公開法の手続によって行政文書の開

示を受ける権利を侵害され，多大な精神的損害を被った。同精神的損害を

金銭評価することは困難であるが，あえてこれを評価すると，その損害額

は１人当たり１０万円を下らない。

よって，原告らは，国家賠償法１条１項に基づき，被告に対し，各１０

万円及びこれに対する本件各処分の日である平成２０年１０月２日から支

払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める権利

を有する。

イ 被告の主張
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争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点に対する判断の基礎となる事実関係について

証拠（各末尾に付記したもの）によれば，次の各事実が認められ，この認定

を左右するに足りる証拠はない。

(1) 密約の成立と本件文書１(1)，(2)及び２(1)が作成された経緯

ア 財政経済問題に関する密約の成立と本件文書２(1)が作成された経緯

(ア) 沖縄返還交渉において，日本政府は 「米国から沖縄を金で買い戻，

す」という印象を日本国内で持たれたくないと考えていたため，福田大

蔵大臣は，昭和４４年９月２７日及び２８日の福田・ケネディ会談にお

いて，財政経済問題についての合意は佐藤・ニクソン共同声明の後にす

べきであると主張した。これに対し，ケネディ財務長官は，米国は沖縄

返還に伴う費用を負担しないという基本的立場を前提に，佐藤・ニクソ

ン共同声明の前に日米両国間で財政経済問題に関する明確な合意をする

ことを求めた。そこで，日米両国間で財政経済問題に関する交渉が開始

されることになったが，その内容は佐藤・ニクソン共同声明には盛り込

まれないこととされた。なお，福田大蔵大臣は，ケネディ財務長官に対

し，大蔵省の許可を得ることなく，外務省との間で財政経済問題に関す

， ， ，る交渉をしないよう求め ケネディ財務長官がこれに応じたため 以後

財政経済問題については，大蔵省と米国の財務省との間で直接交渉が行

われることになった （甲１２，２９，３４，３５）。

， ， ，(イ) 柏木及びジューリックは 東京において 昭和４４年１０月２１日
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財政経済問題に関する交渉を開始し，同交渉の結果，同年１１月１０日

までに一応の合意に達した。同合意は，①日本が米国に買取資産の対価

として１億７５００万ドルを５年間の均等年賦払いにより現金で支払う

こと，②日本が米国に移転費等関連費用２億ドル相当の物品及び役務を

提供すること，③日本政府が通貨交換によって取得したドルの実際額又

は６０００万ドルのいずれか多い方の金額を米国の連邦準備銀行に２５

年間無利子で預金すること，④日本が社会保障費用として３３００万ド

ルを負担することと要約される内容を含むものであった。マイヤー大使

は，同日，ロジャーズ国務長官あてに電信文を発して上記合意の承認を

求めるとともに（なお，マイヤー大使は，その際，上記③の無利子預金

による米国の利益を１億１２００万ドルと算定した上で，米国が上記合

意によって合計５億２０００万ドルの利益を得られると説明してい

。）， ， ，た 上記合意を了解覚書の形にするまでの段取りとして 同月１２日

東京において，ジューリック及び福田大蔵大臣が，上記合意の内容が福

田大蔵大臣とケネディ財務長官との間の合意を構成することを確認した

上で，同年１２月初旬に，ワシントンにおいて，柏木及びジューリック

が了解覚書にイニシャルで署名をすることによって了解覚書を承認する

ことを提案し，これらについて同年１１月１１日に本国政府の承認を得

た （甲２９から３２まで，３５，４７）。

(ウ) 福田大蔵大臣は，前記(イ)の段取りに従い，昭和４４年１１月１２

日，東京において，ジューリックの面前で，柏木が後にイニシャルで署

名する予定の了解覚書を読み上げた。なお，柏木は，その際，同了解覚
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書と全く同一の内容のコピーを所持していた （甲３２）。

， ，(エ) 昭和４４年１１月２１日 佐藤・ニクソン共同声明が発表されたが

財政経済問題については，前記第２の１(1)オ(ウ)のとおり「具体的な

話合いをすみやかに開始することに意見の一致をみた」という記述にな

っており，前記(イ)の合意には触れられていなかった。

(オ) 柏木及びジューリックは，昭和４４年１２月２日，ワシントンにお

いて，別紙２－３の内容が記載された書面に，各自のイニシャルである

「ＹＫ」及び「ＡＪＪ」を書き込み，これによって本件文書２(1)が完

成した。本件文書２(1)は，沖縄返還における財政経済問題に関して後

に行う「詳細の折衝において双方が従うべき原則」についての共通理解

の概要を示したもので，①日本が米国に買取資産の対価として１億７５

００万ドルを５年間の均等年賦払いにより現金で支払うこと，②日本が

米国に移転費等関連費用２億ドル相当の物品及び役務を提供すること，

③日本銀行が通貨交換によって取得したドルの実際額又は６０００万ド

ルのいずれか多い方の金額を米国の連邦準備銀行に２５年間無利子で預

金すること，④日本が社会保障費用として３０００万ドルを負担するこ

とと要約される内容を含むものである。本件文書２(1)の上記内容は，

前記(イ)の合意の内容と基本的には同じであるが，本件文書２(1)は，

「 」 ）表題が当初予定されていた Memorandum of Understanding (了解覚書

ではなく「Memo」となっているほか，米国の連邦準備銀行への無利子預

金の主体が日本政府から日本銀行に，社会保障費用が３３００万ドルか

ら３０００万ドルにそれぞれ変更され，また，移転費等関連費用２億ド
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ルについて 「沖縄外への軍事施設の移転が合意されない場合には，こ，

のカテゴリーでの合意額は１億５０００万ドルに減額される 」とされ。

ていたものが 「特定の軍事施設を沖縄外に移転する合意がなされてい，

るため，本カテゴリーでの合意額は，１億５０００万ドルに減額するの

ではなく２億ドルのままにとどまる 」に変更されていることなどの相。

違点がある。なお，柏木がこのようにイニシャルで署名することについ

ては，福田大蔵大臣はあらかじめ了承していた （甲５，６，３０から。

３２まで，４６）

(カ) その後，日米両国間で交渉が重ねられた結果，本件文書２(1)にお

いて合意された日本の財政負担の内容はその内訳が変更され，買取資産

の対価（１億７５００万ドル）を含む現金による支払額が３億ドルに増

加し，その分，移転費等関連費用の物品及び役務による提供額は７５０

０万ドルに減少した。そして，同７５００万ドルのうち１０００万ドル

については，米軍基地で稼働する日本人従業員に係る労務管理業務を担

っていた日本に対する米国の支払を同額分減額することによって実現す

ることになったため，物品及び役務による提供額はその残額である６５

００万ドルとなった （甲３４，３５，４６）。

イ 原状回復費用及びＶＯＡ施設移転費用に関する密約の成立と本件文書１

(1)及び(2)が作成された経緯

， ，(ア) 財政経済問題以外の事項については 前記第２の１(1)カのとおり

愛知外務大臣がロジャーズ国務長官及びマイヤー大使との間で交渉を行

い，愛知外務大臣の指示の下，吉野を含む外務省アメリカ局長が駐日米
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国公使のスナイダーとの間で交渉を行っていたが，①米国が軍用地とし

て使用していた沖縄の土地のうち 「１９５０年７月１日前」すなわち，

昭和２５年６月３０日以前に損害を受け，かつ 「１９６１年６月３０，

日後」すなわち同３６年７月１日以後にその使用を解除されたものに係

（ 「 」 。） ，る原状回復費用 以下 本件原状回復費用 という の補償の問題と

②本件ＶＯＡ施設の移転に関する問題については，交渉が終盤まで難航

した （甲１８から２１まで，３４から３６まで，証人吉野）。

(イ) 本件原状回復費用について，日本側は，昭和３６年６月３０日以前

に使用を解除された軍用地に係る原状回復費用の補償を米国が行ってい

たこととの均衡から，米国においてその自発的支払を行うことを沖縄返

還協定に明記するよう求めた。これに対し，米国側は，沖縄返還に伴う

費用を負担しないという前記ア(ア)の基本的立場や，軍用地に係る原状

回復費用としては既に支払済みのもの以上の補償要求はない旨を議会に

報告していたこと等の理由から，これに難色を示した。そして，交渉の

結果，日本側は，同４６年５月下旬までに，佐藤総理大臣，愛知外務大

臣及び福田大蔵大臣も了承の上，本件原状回復費用として見積もられた

４００万ドルを前記ア(カ)の現金による支払額３億ドルに上乗せして支

払うこととなり，同年６月９日までには，米国側が同４００万ドルで信

託基金を設立し，同信託基金から本件原状回復費用を支出することにな

った。このような処理をするに当たり，米国側は，愛知外務大臣による

「日本政府は米政府による見舞金支払のための信託基金設立のため４０

０万米ドルを米側に支払うものである」旨の不公表書簡の発出を求め，
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日本側において検討したが，米国側の説明によると，議会との関係で同

書簡を発表せざるを得ない場合も絶無ではないとのことであったため，

結局，同書簡は発出されないことになった。しかし，議会に対する説明

のための資料作成という米国側の要請は残り，これを満たすため，日米

の交渉責任者であった吉野及びスナイダーが書面にイニシャルで署名す

ることで落着した。

吉野は，昭和４６年６月１２日，外務省のアメリカ局長室において，

スナイダーが持参した別紙２－１の内容が記載された書面に，スナイダ

ーと共にそれぞれイニシャルを書き込み，本件文書１(1)が完成した。

なお，吉野がスナイダーと共にイニシャルを書き込んで本件文書１(1)

を完成させることについて，愛知外務大臣及び外務省条約局長はあらか

じめ了承していた。

（甲１，２，１８から２１まで，３４から３６まで，証人吉野）

(ウ) 本件ＶＯＡ施設については，日本側が，日本国外への移転を求めた

， ， ，のに対し 米国側は 本件ＶＯＡ施設が果たしている役割の重要性から

これに難色を示した。交渉の結果，米国において５年後に本件ＶＯＡ施

設を日本国外へ移転することになったが，日本側は，遅くとも昭和４６

年５月下旬には，佐藤総理大臣，愛知外務大臣及び福田大蔵大臣も了承

の上，本件ＶＯＡ施設の日本国外への移転に要する費用（以下「本件移

転費用」という ）として見積もられた１６００万ドルを前記ア(カ)の。

現金による支払額３億ドルに上乗せして支払うこととなった。

吉野は，昭和４６年６月１１日，外務省のアメリカ局長室において，
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スナイダーが持参した別紙２－２の内容が記載された書面にスナイダー

と共にそれぞれイニシャルを書き込み，本件文書１(2)が完成した。な

お，本件文書１(2)が作成された趣旨は，本件文書１(1)と同じく，米国

政府の議会に対する説明のための資料としてのものであり，また，吉野

がスナイダーと共にイニシャルを書き込んで本件文書１(2)を完成させ

ることについて，愛知外務大臣及び外務省条約局長はあらかじめ了承し

ていた。

（甲３，４，１２，１８，２１，３３から３６まで，４４，４５，証人

吉野）

(2) 本件文書１(1)，(2)及び２(1)の意義，重要性等について

ア 本件文書１(1)及び(2)について

(ア) 本件文書１(1)は，別紙２－１の記載内容によれば，日本が，昭和

４６年６月１２日，沖縄返還協定７条によって米国に支払う３億２００

０万ドルのうち４００万ドルにつき，米国による本件原状回復費用の自

発的支払のために確保することを予定していることを，米国に対して表

明した文書であり，前記(1)イ(イ)のとおり，米国政府がそのことを議

会に説明するための資料として作成されたものである。

また，本件文書１(2)は，別紙２－２の記載内容及び前記(1)イ(ウ)の

作成経緯等によれば，日本が，昭和４６年６月１１日，沖縄返還協定７

条によって米国に支払う３億２０００万ドルのうち１６００万ドルが本

件移転費用に充てられることを前提に，仮に本件移転費用の実際の金額

が１６００万ドル未満で済んだ場合には，１６００万ドルとの差額分を
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米国が日本に返金するのではなく，日本においてこれとは別に負担する

こととしていた施設改善移転費６５００万ドル（前記(1)ア(カ)のとお

り当初の２億ドルから減額されて最終的に６５００万ドルとなった移転

費等関連費用の物品及び役務による提供額を指すものと解され，同月９

日の愛知外務大臣とロジャーズ国務長官との会談において，ロジャーズ

国務長官が「使途につき日本政府のリベラルな解釈を期待する」と発言

し，愛知外務大臣が「できる限りのリベラルな解釈をASSUREする」旨述

べたという「６５」と同義と解される ）から差し引くことによって調。

整することとしていることを，米国との間で合意した旨の文書であり，

前記(1)イ(ウ)のとおり，米国政府がそのことを議会に説明するための

資料として作成されたものである。

(イ) ところで，前記(1)イ(イ)及び(ウ)のとおり，沖縄返還協定７条に

規定する３億２０００万ドルという金額は，交渉の終盤において，本件

文書２(1)では買取資産の対価としての１億７５００万ドルだけであっ

た現金による支払額がその後増加したことによる３億ドルに２０００万

ドル（本件原状回復費用の４００万ドル及び本件移転費用の１６００万

） ，ドルの合計額 が上乗せされたという経緯によって決まったものであり

沖縄返還協定４条３によって米国が自発的支払を行うこととされる本件

原状回復費用と，日本に譲渡される米国の資産ではない本件ＶＯＡ施設

のための本件移転費用の両者について，実際には日本が負担することに

したということであるから 「米国から沖縄を金で買い戻す」という印，

象を日本国内で持たれたくないと考えていた日本政府としては，３億２
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０００万ドルという金額が決まった上記の経緯やその実際の内訳につい

て，これを国民に秘匿する必要があった。沖縄返還協定７条が「合衆国

の資産が前条の規定に従つて日本国政府に移転されること，アメリカ合

衆国政府が琉球諸島及び大東諸島の日本国への返還を１９６９年１１月

２１日の共同声明第８項にいう日本国政府の政策に背馳しないよう実施

すること，アメリカ合衆国政府が復帰後に雇用の分野等において余分の

費用を負担することとなること等を考慮し」て日本が米国に３億２００

０万ドルを支払うという表現になり，同金額の内訳が限定列挙されなか

ったのはそのためであり，同表現を前提にすれば，日米両国がそれぞれ

の立場から上記３億２０００万ドルの内訳を説明することができ，実際

に同金額を受領した米国において，そのうち４００万ドルを本件原状回

復費用に，１６００万ドルを本件移転費用にそれぞれ充てることがあっ

たとしても，日本としては関知しないという態度を取ることが可能であ

ったものである。

(ウ) しかし，本件文書１(1)及び(2)の前記(ア)の内容は，沖縄返還協定

７条に規定する３億２０００万ドルという金額には本件原状回復費用及

び本件移転費用が含まれており，実際には日本が国民に知らせないまま

にこれらを負担することを米国との間で合意していたこと（密約）を示

すものというべきである。また，本件文書１(2)は，そもそも日本政府

がその存在自体を秘匿していた移転費等関連費用の物品及び役務による

提供額６５００万ドルに言及するものでもある。以上によれば，日本政

府としては，本件文書１(1)及び(2)の存在及び内容を秘匿する必要があ
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ったものと考えられる。

(エ) また，弁論の全趣旨によれば，敗戦の結果として我が国が施政権を

失った領土である沖縄の返還交渉と返還の実現は，我が国の戦後の外交

史上特筆されるべき外交交渉とその成果であることが認められるのであ

り，その交渉過程で交渉責任者間で合意に至ってサインをした本件文書

１(1)及び(2)は，前記(1)イ(イ)及び(ウ)のとおり，交渉が終盤まで難

航した本件原状回復費用の問題及び本件ＶＯＡ施設移転の問題につい

て，これらを最終的に決着させるために作成されたものであるから，沖

縄返還交渉における難局を打開した経緯又は手法を示す外交関係文書と

して，第一級の歴史的価値を有するものであり，極めて重要性が高い文

書というべきである。また，なお未解決の領土問題を抱える我が国にと

っては，後の外交交渉にいかすことができる資料としての価値も高いも

のである。さらに，本件文書１(2)は，本件移転費用の実際の金額が１

６００万ドル未満であった場合に日本の他の負担を減額させることをう

たっているのであるから，日本にとっては経済的な意味でも重要な文書

といえる。

(オ) 被告は，本件文書１(1)及び(2)について，国家間の合意等を示す文

書としての一般的な形態を備えてない上 表題も 議論の要約 及び メ， 「 」 「

モ」にすぎず，また，各文中には，日米両政府間の交渉において到達し

た了解や合意であることを示したり，それを示唆したりする具体的な文

言はないことなどを根拠に，最終的な合意文書ではなく，米国側によっ

て交渉過程の途中の記録として作成された文書にすぎないと理解するの
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が自然であると主張する。

しかし，本件文書１(1)及び(2)が作成された経緯は前記(1)イ(イ)及

び(ウ)のとおりであって，沖縄返還協定７条に規定する３億２０００万

ドルという金額には本件原状回復費用及び本件移転費用が含まれてお

り，実際には日本がそれらを負担するものであるということについて，

米国政府において議会に説明するための資料となる文書の作成を求めら

れた日本側が，検討の結果，愛知外務大臣及び外務省条約局長も了承し

た上で，日米の交渉責任者であった吉野及びスナイダーがイニシャルで

署名することで落着させたというものであるから，それらが最終的な合

意文書でない，又は米国側によって交渉過程の途中の記録として作成さ

れた文書にすぎないということはできない。そして，本件文書１(1)及

び(2)は，日本政府においてその存在及び内容を秘匿する必要があった

からこそ，通常の外交文書とは異なる形態や表題等が用いられたものと

いうべきである。被告の前記主張は採用することができない。

イ 本件文書２(1)について

(ア) 本件文書２(1)は，前記(1)ア(オ)のとおり，沖縄返還における財政

経済問題に関して後に行う詳細の折衝において日米両国が従うべき原則

についての共通認識の概要を示したもので，①日本が米国に買取資産の

対価として１億７５００万ドルを５年間の均等年賦払いにより現金で支

払うこと，②日本が米国に移転費等関連費用２億ドル相当の物品及び役

務を提供すること，③日本銀行が通貨交換によって取得したドルの実際

額又は６０００万ドルのいずれか多い方の金額を米国の連邦準備銀行に
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２５年間無利子で預金すること，④日本が社会保障費用として３０００

万ドルを負担することと要約される内容を含むものであり，日本が，佐

藤・ニクソン共同声明の直後である昭和４４年１２月２日の時点で既に

財政経済問題に関する交渉をほぼ終了させた上で，沖縄返還協定７条に

よって米国に支払う３億２０００万ドルを上回る財政負担を国民に知ら

（ ）せないままに行うことを米国との間で前もって合意していたこと 密約

を示すものであるから，日本政府としては，その存在及び内容を秘匿す

る必要があったものと考えられる。

(イ) また，本件文書２(1)が作成された後の財政経済問題をめぐる交渉

は，本件文書２(1)に示された原則に従い，基本的にはその範囲内で進

， ，められたのであり 交渉の終盤で上乗せされた２０００万ドルを除けば

日本の財政負担の大枠は本件文書２(1)において決まっていたというこ

とができるから，本件文書２(1)は，極めて重要性が高い文書というべ

きである。そして，それが，我が国の後の外交交渉にいかすことができ

る資料としても高い価値を有することや，我が国の財政負担の上限を画

するという経済的な面からも重要な文書であることは，本件文書１(1)

及び(2)と同様である。

(ウ) 被告は，本件文書２(1)について，国家間の合意等を示す文書とし

ての一般的な形態を備えてない上，表題も「メモ」にすぎず，また，文

中には，日米両政府間の交渉において到達した了解や合意であることを

示したり，それを示唆したりする具体的な文言はないこと，沖縄返還協

定と比較すると支払金額及び買い取る資産の内訳が大きく異なること，
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国際的約束締結権限を有しない大蔵省の代表の作成に係るものであるこ

となどを根拠に，最終的な合意文書ではなく，米国側によって交渉過程

の途中の記録として作成された文書にすぎないと理解するのが自然であ

ると主張する。

しかし，本件文書２(1)が作成された経緯は前記(1)アのとおりであっ

て，また，前記(ア)のとおり，柏木及びジューリックにおいて，日本が

沖縄返還協定における支払金額を上回る財政負担をする旨を佐藤・ニク

ソン共同声明の前に合意したため，日本政府としては本件文書２(1)の

存在及び内容を秘匿する必要があったのであり，そうであるからこそ，

。 ，通常の外交文書とは異なる形態や表題等が用いられたものである また

甲２４及び弁論の全趣旨によれば，沖縄返還に当たって米国から日本に

移転される資産として，最終的に那覇空港施設が加わったことが認めら

れるが，日本の財政負担の大枠を決めるものであったという本件文書２

(1)の位置付け及びその重要性が揺らぐことはないものである。被告の

前記主張は採用することができない。

２ 争点に対する判断

(1) 争点(1)（本件処分１の適法性（本件各文書１の存否及び本件処分１の理

由付記の適法性 ）について）

ア 本件各文書１の存否について

(ア) 本件各文書１の存否に関する主張立証責任について

ａ 情報公開法３条は 「何人も （…略…）行政機関の長（…略…）に， ，

対し，当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができ
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る 」と規定しているところ，上記の「行政文書」とは，行政機関の。

職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画及び電磁的記録であっ

て，当該行政機関が保有しているものをいう（情報公開法２条２項柱

書き本文 。）

そうすると，情報公開法３条が規定する行政文書の開示請求権に基

づいて開示を請求することができるのは，行政機関が保有している行

政文書であるということになるから，ある行政文書の開示請求権が発

生するためには，行政機関において当該行政文書を保有していること

が必要であり，したがって，行政機関が文書を保有していることは，

当該行政文書の開示請求権発生の要件ということができる。

したがって，開示請求の対象である行政文書を行政機関が保有して

いないこと（当該行政文書の不存在）を理由とする不開示決定の取消

訴訟においては，同訴訟の原告である開示請求者が，行政機関が当該

行政文書を保有していること（当該行政文書の存在）について主張立

証責任を負うと解するのが相当である。

なお，情報公開法９条２項によれば，行政機関の長が不開示決定及

び同決定の書面による通知をする際には，①開示請求に係る行政文書

に情報公開法５条各号の不開示情報が記録されているとしてその全部

を開示しない場合，②情報公開法８条の規定により行政文書の存否を

明らかにしないで開示請求を拒否する場合及び③開示請求に係る行政

文書を保有していない場合は区別されていないが，そうであるからと

いって主張立証責任の分配について上記３つの場合を同様に解するべ
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きであるとはいえず，また，原告らが強調する情報公開法の目的を考

慮しても，前記のとおり説示した行政文書の存否に関する主張立証責

任についての結論は左右されるものではない。

ｂ もっとも，取消訴訟の原告である開示請求者は，不開示決定におい

て行政機関が保有していないとされた行政文書に係る当該行政機関の

管理状況を直接確認する権限を有するものではないから，前記ａで説

示した主張立証責任を果たすため，基本的には，①過去のある時点に

おいて，当該行政機関の職員が当該行政文書を職務上作成し，又は取

得し，当該行政機関がそれを保有するに至り，②その状態がその後も

継続していることを主張立証するほかないことになる。そして，当該

行政文書が，当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして一定水

準以上の管理体制下に置かれることを考慮すれば，原告である開示請

求者において上記①を主張立証した場合には，上記②が事実上推認さ

， ， ，れ 被告において 当該行政文書が上記不開示決定の時点までに廃棄

移管等されたことによってその保有が失われたことを主張立証しない

限り，当該行政機関は上記不開示決定の時点においても当該行政文書

を保有していたと推認されるものというべきである。

ｃ 以上によれば，原告らは，外務省が本件処分１の当時本件各文書１

を保有していたこと（本件各文書１の存在）についての主張立証責任

を負うが，原告らが，過去のある時点において外務省の職員が本件各

文書１を職務上作成し，又は取得し，外務省がそれらを保有するに至

ったことを主張立証した場合には，外務省による本件各文書１の保有
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がその後も継続していることが事実上推認され，被告において，本件

各文書１が本件処分１の時点までに廃棄，移管等されたことによって

それらの保有が失われたことを主張立証しない限り，外務省は本件処

分１当時も本件各文書１を保有していたと認められるものである。

(イ) 外務省による本件各文書１の保有について

ａ 外務省が昭和４６年６月ころに本件各文書１を保有するに至ったこ

と

， ， ， ， ，(ａ) 甲３ ４ ２１ 証人吉野及び弁論の全趣旨によれば 吉野は

昭和４６年６月１１日，外務省のアメリカ局長室において，スナイ

ダーが持参した別紙２－２の内容が記載された書面に，スナイダー

と共にそれぞれイニシャルを書き込み，本件文書１(2)を完成させ

前記１(1)イ(ウ)のとおり 外務省アメリカ局アメリカ第一課 以（ ）， （

下「アメリカ第一課」という ）の事務官にその写しを取らせたこ。

と，及び本件文書１(2)の原本はスナイダーが持ち帰ったが，上記

写しについては同事務官がアメリカ第一課に届けたことが認められ

る。以上の各事実によれば，外務省は，このころ，外務省の職員で

ある吉野が職務上作成した文書である本件文書１(2)を保有するに

至ったと認めるのが相当である。

また，甲１，２，２１，３７，証人吉野及び弁論の全趣旨によれ

ば，吉野は，昭和４６年６月１２日，外務省のアメリカ局長室にお

， ，いて スナイダーが持参した別紙２－１の内容が記載された書面に

スナイダーと共にそれぞれイニシャルを書き込み，本件文書１(1)
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を完成させ（前記１(1)イ(イ)のとおり ，アメリカ第一課の事務官）

にその写しを取らせたこと，及び本件文書１(1)の原本はスナイダ

ーが持ち帰ったが，上記写しについては同事務官がアメリカ第一課

に届けたことが認められる。以上の各事実によれば，外務省は，こ

のころ，外務省の職員である吉野が職務上作成した文書である本件

文書１(1)を保有するに至ったと認めるのが相当である。

なお，証人吉野の証言の中には，外務省のアメリカ局長室にアメ

リカ第一課の事務官がいたことや，本件文書１(1)及び(2)の写しを

取らせたこと等の事実について，覚えていない旨述べている箇所が

あるが，同証言は，当時の通常の執務のやり方に対する確かな認識

を前提に，自分が本件文書１(1)及び(2)にイニシャルで署名をした

以上はアメリカ第一課の事務官にその写しを取らせているはずであ

り，文書の性質上それらはアメリカ第一課に届けられたはずである

という通常の流れに反する記憶が特にないということを意味するも

のというべきであり，前記各事実は優に認められるものというべき

である。

(ｂ) そして，前記１(1)イ(イ)及び(ウ)のとおり，吉野がイニシャ

ルを書き込んで本件文書１(1)及び(2)を完成させることについて

は，愛知外務大臣及び外務省条約局長があらかじめ了承していたこ

とや，前記１(2)アで説示した本件文書１(1)及び(2)の秘匿の必要

性及び内容の重要性を考慮すると，外務省が本件文書１(1)及び(2)

を保有するに至ったころ，外務省内部，関係省庁間，ワシントンの
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日本大使館等の在外公館との間における情報共有等のため，それら

に係る報告書及び公電などの文書や翻訳文が，外務省の職員によっ

て職務上作成されたと認めるのが相当であるから，本件文書１(3)

及び(4)についても，そのころ外務省が保有するに至ったものとい

うべきである。

(ｃ) 以上のとおり，外務省は昭和４６年６月ころに本件各文書１を

保有するに至ったものであるから，外務省による本件各文書１の保

有がその後も継続していることが事実上推認され，被告において，

本件各文書１が本件処分１の時点までに廃棄，移管等されたことに

よってそれらの保有が失われたことを主張立証しない限り，外務省

は本件処分１当時も本件各文書１を保有していたと認められるもの

である。

ｂ 外務省による本件各文書１の保有が失われたか否かについて

(ａ) 被告は，本件各文書１について，合理的かつ十分な探索を行っ

たものの，それらを発見することができなかった旨主張していると

ころ，一般的な行政文書については，行政機関が過去のある時点に

おいてそれを保有していたとしても，その後当該行政機関が合理的

かつ十分な探索を行ったにもかかわらずこれを発見することができ

なかったとすれば，当該行政文書は，既に廃棄等されたものと推認

するのが相当であると解する余地があり その場合には 前記ａ(ｃ)， ，

の推認は妨げられるものと解される。

(ｂ) そこで，本件各文書１について外務省が行った探索が合理的か
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つ十分なものといえるかを検討する。

乙８によれば，外務大臣は，かつて北米第一課が別件事件に関連

して行った沖縄返還交渉に関する行政文書ファイルの調査結果に基

づき，本件各文書１を保有していないと判断し，本件処分１を行っ

たことが認められる。そして，乙８によれば，上記の調査とは，北

米第一課において，平成１７年１２月ころ，外務省の行政文書ファ

イル管理簿から，件名に「沖縄」を含み，昭和４０年から同５１年

にかけて作成された行政文書ファイルを抽出し，そこから，沖縄国

際海洋博覧会などの明らかに沖縄返還交渉と関係がないと思われる

行政文書ファイルを除外することにより，沖縄返還交渉に関する行

政文書ファイルとして合計３０８冊を特定した上で，平成１７年１

２月１９日ころから同１８年２月１３日ころまでの間，上記３０８

冊の行政文書ファイル（なお，そのほとんどが既に官房総務課に移

管されていたため，同課から一時的に貸出しを受けた ）を北米第。

一課の部屋に運び込み，北米第一課の事務官５名で手分けして，各

行政文書ファイルにつづられた行政文書の現物を調査した結果，別

件事件の甲第１号証から第５号証までに相当する文書（別件事件の

原告が米国国立公文書館において発見されたと主張する文書であ

り，このうち甲第２号証及び第３号証は本件文書１(1)及び(2)とそ

れぞれ同一内容のものである ）が存在しないことを確認したとい。

うものである（以下，この調査を「別件事件関連調査」という ）。

ことが認められる。
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(ｃ) しかし，本件文書１(1)及び(2)は，前記１(2)ア(ウ)のとおり

日本政府においてそれらの存在及び内容を秘匿する必要があったも

のであり，また，同(エ)のとおり極めて重要性が高いものであった

のである。そして，その秘匿の必要性及び内容の重要性は本件文書

。 ，１(3)及び(4)にも同様に当てはまるものと考えられる そうすると

このように秘匿する必要性のある極めて重要性が高い行政文書が，

別件事件関連調査で採られたような，調査時点における保管先とお

ぼしき部署への機械的又は事務的な方法による探索によって発見さ

れるような態様で保管されていると考えることは困難というべきで

ある。また，そもそも，被告は，沖縄返還に際しての支払に関する

日米間の合意は沖縄返還協定がすべてであると主張し，少なくとも

前記第２の１(6)の大臣命令が出されるまでは本件文書１(1)及び

(2)の内容を否定していたのであり（当裁判所に顕著な事実 ，その）

ような立場にある者において，自らが否定する内容が記載されてい

る本件各文書１を探索したとしても，その精度及び結果の信用性に

は一定の限界があるものといわざるを得ない。

(ｄ) 本件各文書１については，その秘匿の必要性及び内容の重要性

という特質を考慮するならば，別件事件関連調査のような，調査時

点における保管先とおぼしき部署への機械的又は事務的な調査だけ

ではなく，歴代の事務次官，アメリカ局長，条約局長，アメリカ第

一課の課長を始めとする同課在籍者等，外務省が本件各文書１を保

有するに至ったと考えられる時期以降にこれらに関与した可能性の
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ある者に対し，逐一，本件各文書１の取扱いや行方等について聴取

することが求められ，このような調査を行うことによって，初めて

合理的かつ十分な探索をしたと評価することができるものというべ

きである。そして，本件各文書１は，もともと，条約の締結交渉に

関する一切の文書として，外務省旧規程及び外務省現規定のいずれ

においても永久に保存するものとされていたのであり，仮にそれら

が既に廃棄されているとすれば，外務省における相当高位の立場の

者が関与した上で，それらを廃棄することについて組織的な意思決

， ，定がされていると解するほかないから 上記のような調査を行えば

その廃棄の具体的状況が明らかになるはずである。

(ｅ) なお，一般論としては，密約の存在を国民に対して秘匿してい

る政府の下では，密約文書は，その秘匿の必要性の高さゆえに，秘

匿状態を絶対的なものにする意図の下，既に廃棄されているのでは

ないかという疑念が生じ得ないではない。しかしながら，当裁判所

としては，被告が本件各文書１の廃棄についての十分な調査を行わ

ず，具体的な主張をあえてしないのに，外務省においてそのような

廃棄がされたと推論して，被告勝訴の結論を導くことはすべきでは

ないと考えるものである。

(ｆ) 以上によれば，外務省が本件各文書１について合理的かつ十分

な探索を行ったということはできないのであり，また，外務省によ

る本件各文書１の保有が失われた事実を認めることはできない。

ｃ 外務省が本件処分１当時本件各文書１を保有していたこと
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前記ｂのとおり，前記ａ(ｃ)の推認を妨げるに足りる立証はないか

ら，外務省は，本件処分１当時も本件各文書１を保有していたものと

認められる。

イ まとめ

以上のとおり，外務省は本件処分１の当時本件各文書１を保有していた

ものであるから，それらを保有していないこと（不存在）を理由としてさ

れた本件処分１は，その理由付記が十分か否かについて判断するまでもな

く，違法である。

(2) 争点(2)（本件処分２の適法性（本件各文書２の存否 ）について）

ア 本件各文書２の存否に関する主張立証責任について

前記(1)ア(ア)ａ及びｂで説示したところによれば，原告らは，財務省

が本件処分２の当時本件各文書２を保有していたこと（本件各文書２の存

在）についての主張立証責任を負うが，原告らが，過去のある時点におい

て大蔵省の職員が本件各文書２を職務上作成し，又は取得し，大蔵省がそ

れらを保有するに至ったことを主張立証した場合には，大蔵省ないし財務

省による本件各文書２の保有がその後も継続していることが事実上推認さ

れ，被告において，本件各文書２が本件処分２の時点までに廃棄，移管等

されたことによってそれらの保有が失われたことを主張立証しない限り，

財務省は本件処分２当時も本件各文書２を保有していたと認められるもの

である。

イ 財務省による本件各文書２の保有について

(ア) 大蔵省が昭和４４年１２月ころに本件各文書２を保有するに至った



54

こと

ａ 柏木及びジューリックは，前記１(1)ア(イ)のとおり，昭和４４年

１０月２１日から財政経済問題に関する交渉を続けた結果，同年１１

月１０日までに，①日本が米国に買取資産の対価として１億７５００

万ドルを５年間の均等年賦払いにより現金で支払うこと，②日本が米

国に移転費等関連費用２億ドル相当の物品及び役務を提供すること，

③日本政府が通貨交換によって取得したドルの実際額又は６０００万

ドルのいずれか多い方の金額を米国の連邦準備銀行に２５年間無利子

で預金すること，④日本が社会保障費用として３３００万ドルを負担

することと要約される内容を含む合意に達したものである。そして，

福田大蔵大臣は，前記１(1)ア(ウ)のとおり，同年１１月１２日，東

京において，ジューリックの面前で，柏木が後にイニシャルで署名す

る予定の了解覚書を読み上げ，柏木は，その際，同了解覚書と全く同

一の内容のコピーを所持していたものである。

柏木及びジューリックが昭和４４年１１月１０日までに達した前記

合意の内容と，本件文書２(1)の内容との間に若干の相違点があるこ

とについては前記１(1)ア(オ)のとおりであるところ，福田大蔵大臣

が同月１２日に読み上げ，柏木が同日所持していた前記の「柏木が後

にイニシャルで署名する予定の了解覚書」の内容がそのいずれであっ

たにせよ，前記事実経過によれば，柏木は，ワシントンにおいてイニ

シャルを書き込んで完成させた本件文書２(1)について，福田大蔵大

臣又は大蔵省に対して報告するため，その写しを取った上でこれを日
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本に持ち帰ったものと考えられ，大蔵省は，そのころ，大蔵省の職員

である柏木が職務上作成した文書である本件文書２(1)を保有するに

至ったと認めるのが相当である。

ｂ そして，前記１(1)ア(オ)のとおり，柏木がイニシャルを書き込ん

で本件文書２(1)を完成させることについては，福田大蔵大臣があら

かじめ了承していたことや，前記１(2)イで説示した本件文書２(1)の

秘匿の必要性及び内容の重要性を考慮すると，大蔵省内部及び関係省

庁間における情報共有等のため，それに係る報告書及び公電などの文

書や翻訳文が，大蔵省の職員によって職務上作成されたと認めるのが

相当であるから，本件文書２(2)及び(3)についても，そのころ大蔵省

が保有するに至ったものというべきである。

ｃ 以上のとおり，大蔵省は昭和４４年１２月ころに本件各文書２を保

有するに至ったものであるから，大蔵省ないし財務省による本件各文

書２の保有がその後も継続していることが事実上推認され，被告にお

いて，本件各文書２が本件処分２の時点までに廃棄，移管等されたこ

とによってそれらの保有が失われたことを主張立証しない限り，財務

省は本件処分２当時も本件各文書２を保有していたと認められるもの

である。

(イ) 財務省による本件各文書２の保有が失われたか否かについて

ａ 被告は，本件各文書２について，合理的かつ十分な探索を行ったも

のの，これを発見することができなかった旨主張しているところ，前

記(1)ア(イ)ｂ(ａ)のとおり，一般的な行政文書については，行政機
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関が過去のある時点においてそれを保有していたとしても，その後当

該行政機関が合理的かつ十分な探索を行ったにもかかわらずこれを発

見することができなかったとすれば，当該行政文書は，既に廃棄等さ

れたものと推認するのが相当であると解する余地があり，その場合に

は，前記(ア)ｃの推認は妨げられるものと解される。

ｂ そこで，本件各文書２について財務省が行った探索が合理的かつ十

分なものといえるかを検討する。

乙２，９及び弁論の全趣旨によれば，財務省においては，本件各文

書２について，被告が前記第２の３(2)イ(イ)ａ(ｂ)で主張するとお

り探索を行ったが，いずれの文書も発見されず，また，それらに係る

廃棄又は移管の記録も発見されなかったことが認められる。

ｃ しかし，本件文書２(1)は，前記１(2)イ(ア)のとおり日本政府にお

いてその存在及び内容を秘匿する必要があったものであり，また，同

(イ)のとおり極めて重要性が高いものであったのである。そして，そ

の秘匿の必要性及び内容の重要性については本件文書２(2)及び(3)に

も同様に当てはまるものと考えられる。そうすると，このように秘匿

する必要性のある極めて重要性が高い行政文書が，前記ｂのような調

査時点における保管先とおぼしき部署への機械的又は事務的な方法に

よる探索によって発見されるような態様で保管されていると考えるこ

とは困難というべきであるし，平成１３年１月という特定の時期の行

政文書担当者からの聴取によってその保管の実態が明らかになるとも

思われない。また，そもそも，被告は，沖縄返還に際しての支払に関
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する日米間の合意は沖縄返還協定がすべてであると主張し，本件文書

２(1)の内容を否定していたのであり（当裁判所に顕著な事実 ，その）

ような立場にある者において，自らが否定する内容が記載されている

本件各文書２を探索したとしても，その精度及び結果の信用性には一

定の限界があるものといわざるを得ない。これらのことは，本件各文

書１について前記(1)ア(イ)ｂ(ｃ)で説示したところと同様である。

ｄ 本件各文書２については，その秘匿の必要性及び内容の重要性とい

う特質を考慮するならば，前記ｂのような機械的又は事務的な調査だ

けではなく，歴代の事務次官，財務官，財務官室在籍者等，大蔵省が

本件各文書２を保有するに至ったと考えられる時期以降にこれらに関

与した可能性のある者に対し，逐一，本件各文書２の取扱いや行方等

について聴取することが求められ，このような調査を行うことによっ

て，初めて合理的かつ十分な探索をしたと評価することができるもの

というべきである。そして，本件各文書２については，規定上永久保

存文書とされる本件各文書１とは異なり，大蔵省旧規程及び財務省現

規則による何らかの分類を経た上で，本件処分２の時点までに所定の

保存期間が経過したとして廃棄された可能性についても検討する必要

があるが，その秘匿の必要性及び内容の重要性に照らすと，他の通常

の行政文書と同様の機械的又は事務的な分類及び保存がされたとは考

， ，えられないところであり 仮にそれらが既に廃棄されているとすれば

大蔵省又は財務省における相当高位の立場の者が関与した上で，それ

らを廃棄することについて組織的な意思決定がされていると解するほ
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かないから，上記のような調査を行えば，その廃棄の具体的状況が明

らかになるはずである。

ｅ なお，本件各文書２についても，本件各文書１と同様に，一般論と

しては，密約を国民に対して秘匿している政府の下では，秘匿状態を

絶対的なものとする意図の下，既に廃棄されているのではないかとい

う疑念が生じ得ないではない。しかしながら，当裁判所としては，被

告が本件各文書２の廃棄についての十分な調査を行わず，具体的な主

張をあえてしないのに，大蔵省ないし財務省においてそのような廃棄

がされたと推論して，被告勝訴の結論を導くことはすべきではないと

考えるものである。

ｆ 以上によれば，財務省が本件各文書２について合理的かつ十分な探

索を行ったということはできないのであり，また，大蔵省ないし財務

省による本件各文書２の保有が失われた事実を認めることはできな

い。

(ウ) 財務省が本件処分２当時本件各文書２を保有していたこと

前記(イ)のとおり，前記(ア)ｃの推認を妨げるに足りる立証はないか

ら，財務省は，本件処分２当時も本件各文書２を保有していたものと認

められる。

ウ まとめ

以上のとおり，財務省は本件処分２の当時本件各文書２を保有していた

ものであるから，それらを保有していないこと（不存在）を理由としてさ

れた本件処分２は，違法である。



59

(3) 争点(3)（本件各義務付けの訴えの適法性（本案前の争点）及びその適否

（本案の争点 ）について）

ア 本件各義務付けの訴えは，いわゆる申請型義務付け訴訟（行訴法３条６

項２号）に該当するところ，前記(1)及び(2)のとおり，本件各処分はいず

れも違法であって，取り消されるべきものであるから，本件各義務付けの

訴えはいずれも適法である（行訴法３７条の３第１項２号 。）

イ そして，本件各文書１及び２について情報公開法所定の不開示事由はな

く，外務大臣は本件各文書１について，また，財務大臣は本件各文書２に

ついてそれぞれ開示決定をすべきであることは情報公開法上明らかであ

る。

したがって，本件各義務付けの訴えはいずれも理由がある（行訴法３７

条の３第５項 。）

(4) 争点(4)（国家賠償請求の適否及び損害額）について

ア 国家賠償請求の適否について

， ，(ア) 前記(1)及び(2)のとおり 本件各処分はいずれも違法であるところ

情報公開法に基づく開示請求を受けた行政機関の公務員が，開示請求に

対して誤った判断をした場合，そのことから直ちに国家賠償法１条１項

にいう違法があったとの評価を受けるものではないが，当該請求を処理

するに当たって，公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすこと

なく漫然と当該判断を行ったと認め得るような事情がある場合には，当

該公務員の行為は，国家賠償法１条１項にいう違法があったとの評価を

（ （ ） ，受けるものと解するのが相当である 最高裁平成元年 オ 第９３０号
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第１０９３号同５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６

３頁，最高裁平成１７年（受）第５３０号同１８年４月２０日第一小法

廷判決・裁判集民事２２０号１６５頁参照 。）

(イ) 外務大臣は，前記(1)ア(イ)ｂ(ｂ)のとおり，別件事件関連調査の

結果に基づき，本件各文書１を保有していないと判断して，本件処分１

を行ったものであるところ，乙８によれば，同判断の具体的過程は，外

務省において本件開示請求１を受理した後，本件文書１(1)及び(2)がそ

れぞれ別件事件の甲第２号証及び甲第３号証と同一内容のものであるこ

とが判明したため，別件事件関連調査の対象及び方法について当時作業

に当たった担当官等から確認した上で，別件事件の甲第１号証から第５

号証までの不存在という別件事件関連調査の結果を検討した結果，本件

各文書１を保有していないと判断したというものであったことが認めら

れる。

そこで，本件処分１に係る外務大臣の行為について検討するに，本件

処分１は，米国国立公文書館で公開されている文書と同一内容の文書で

ある本件文書１(1)及び(2)並びにそれらに係る報告書及び公電などの文

書や翻訳文である本件文書１(3)及び(4)の開示を求めるという本件開示

請求１に対し，外務大臣において，本件各文書１の存否を正面から問題

とした上で，それらを保有していないことを初めて外部に表明するもの

であったということができる。本件処分１の上記のような性質を考慮す

ると，本件各文書１の存否の判断に当たっては，その時点において十分

な調査を行うべきものであったのであり，関係すると思われる行政文書
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ファイルを調査したことが過去にあったとしても，本件開示請求１に対

する応答にその調査結果を援用することができるか否かについては，慎

重な検討が求められるものというべきである。

ところが，本件処分１に際して外務省で行われた検討の内容は，前記

のとおり，本件文書１(1)及び(2)と同一内容の各文書を含む別件事件の

甲第１号証から第５号証までは存在しなかったという別件事件関連調査

の結果を前提に，別件事件関連調査の対象及び方法について，３年近く

前に別件事件関連調査の作業に当たった担当官等から確認したというだ

けであり，本件文書１(1)及び(2)の不存在が確認されたという調査結果

をそのまま援用することができるか否かについて十分な検討をしたと解

することはできない。そもそも，別件事件は，原告となったＰ２が国を

被告として謝罪文交付等を請求したものであったが，原告の主張する不

法行為の時から２０年を経過したことにより請求権が消滅した旨の被告

の主張が採用されるなどして請求棄却の判決がされたものであり（当裁

判所に顕著な事実 ，その経緯に照らすと，別件事件関連調査が十分な）

ものであったことには疑問が残るものである。さらに，本件文書１(3)

及び(4)に至っては，別件事件関連調査においてその存否の確認すらさ

れていないのであり（なお，乙８には 「別件事件の甲第１号証ないし，

第５号証（…略…）に相当する文書等を保有しているか否かを確認する

作業を行った」とする記載部分があるが，ここにいう「等」が何を意味

するのかが不明であり，上記認定を左右するものではない ，その不存。）

在が合理的に判断されるものとは到底考えられない。
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したがって，外務大臣は，本件各文書１については，それらの存否の

確認に通常求められる作業をしないまま，本件処分１を行ったというべ

きである。

(ウ) 以上によれば，外務大臣は，本件処分１を行うに当たって，公務員

が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不存在という

判断を行ったと認めることができるのである。

したがって，本件処分１に係る外務大臣の行為は，国家賠償法１条１

項にいう違法があったとの評価を受けるものである。

イ 損害額について

弁論の全趣旨によれば，原告らは，それぞれ，本件処分１により，情報

公開法に基づく開示請求を妨げられないという利益を侵害され，精神的損

害を被ったことが認められる。

ところで，弁論の全趣旨によれば，本件文書１(1)，(2)及び２(1)の背

後にある事実関係の一部は，沖縄返還交渉当時から，いわゆる沖縄密約問

題として取りざたされてきたものであること，また，原告Ｐ２らは，その

問題を当初から追及してきたものであることが認められる。そして，甲２

５，５４，原告Ｐ１本人及び弁論の全趣旨によれば，原告らは，沖縄返還

から長い年月を経て，米国国立公文書館で公開された米国の公文書の中か

ら原告Ｐ１において多大な時間と労力をかけて本件文書１(1)，(2)及び２

(1)と同一内容の各文書を発見した上で，沖縄返還交渉における反対当事

者である日本政府も本件文書１(1)，(2)及び２(1)を保有しているはずで

あり，また，それらに関する報告書及び公電などの文書並びに翻訳文であ
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る本件文書１(3)，(4)，２(2)及び(3)についてもこれを保有しているはず

であると確信したこと，原告らは，それぞれ様々な個人的な思いを持ちつ

つも，本件各文書１及び２の開示を先鞭とする日本政府の自発的かつ積極

的な情報公開により，国民が政府の政策を正確に把握して，日本，その領

土でありながら特異な状況に置かれてきた沖縄及び米国の関係を自ら考

え，現在及び将来の政策に結び付けていくことこそが民主主義に資すると

いう信念を共有していたこと，そして，今となっては，日本政府もこれに

誠実に応答するものと期待して，本件開示請求１及び２をしたものである

ことが認められる。そして，上記のような事情の下では，日本政府は，過

去の事実関係を真摯に検証し，その諸活動を国民に説明する責務を全うす
し

るとともに，公正で民主的な行政の推進を図るために最大限の努力をすべ

きものであるから（情報公開法１条参照 ，原告らのそのような期待は極）

めて合理的なものであり，法的にも保護されるべき期待であったというこ

とができる。換言すれば，米国国立公文書館で公開された文書を入手して

いた原告らが求めていたのは，本件各文書１の内容を知ることではなく，

これまで密約の存在を否定し続けていた我が国の政府あるいは外務省の姿

勢の変更であり，民主主義国家における国民の知る権利の実現であったこ

とが明らかである。

ところが，外務大臣は，前記アのとおり，密約は存在せず，密約を記載

した文書も存在しないという従来の姿勢を全く変えることなく，本件各文

書１について，存否の確認に通常求められる作業をしないまま本件処分１

をし，原告らの前記期待を裏切ったものである。このような，国民の知る
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， ，権利をないがしろにする外務省の対応は 不誠実なものといわざるを得ず

これに対して原告らが感じたであろう失意，落胆，怒り等の感情が激しい

ものであったことは想像に難くない。

上記の事情を前提として，本件処分１によって原告らが被った精神的損

害の程度について検討すると，本件訴訟において本件各文書１の開示が命

じられることによって，原告らの精神的損害が相当程度回復されるものと

考えられることなどの事情を総合考慮しても，損害賠償として各原告に対

して支払われるべき慰謝料の額は１０万円を下回るものではないというべ

きである。

ウ まとめ

以上によれば，原告ら各自につきそれぞれ１０万円の賠償等を求める原

告らの国家賠償請求は，本件処分２に係る財務大臣の行為が国家賠償法上

違法であるか否かについて判断するまでもなく，いずれも理由がある。

第４ 結論

， ，よって 原告らの請求はいずれも理由があるからこれらを認容することとし

訴訟費用の負担につき，行訴法７条，民訴法６１条を適用して，主文のとおり

判決する。

東京地方裁判所民事第３８部

裁判長裁判官 杉 原 則 彦
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裁判官 品 田 幸 男

裁判官 角 谷 昌 毅
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（別紙１－１）

行 政 文 書 目 録 １

(1) 「CONFIDENTIAL SUMMATION OF DISCUSSION Of Article Ⅳ，Para 3」と題す

る SNEIDER と YOSHINO 間の会話を記録した１９７１年６月１２日付け文書

(2) 「SECRET Memo」と題する１９７１年６月１１日付け文書

(3) 上記(1)及び(2)の各文書について報告，記録又は引用した報告書及び公電な

どの文書

(4) 上記(1)及び(2)の各文書に関する翻訳文

以 上
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（別紙１－２）

行 政 文 書 目 録 ２

(1) 「SECRET Memo Noted by D.M.K.」と題する１９６９年１２月２日付け文書

(2) 上記(1)の文書について報告，記録又は引用した報告書及び公電などの文書

(3) 上記(1)の文書に関する翻訳文

以 上
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（別紙２－１）

機密 １９７１年６月１２日

４条３についての議論の要約

スナイダー：私は，４条３に基づき支払われる自発的支払に関するこれまでの議

論を参照し，最終的な金額は未だ不明ではあるが，現在の我々の理解では，金額は

。 ， ，およそ４００万ドルとなるであろうことに留意する 米国政府は ４条３に従って

同国政府による負担額を決定する。

吉野：あなたの発言に留意する。貴国の支払の最終的な支払額は未だ不明である

が，日本国政府は，自発的支払を行う信託基金設立のために，７条に基づき支出す

る３億２０００万ドルのうち４００万ドルを確保しておくことを予定している。

スナイダー：あなたの発言に留意する。
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（別紙２－２）

秘密 １９７１年６月１１日

メモ

ＶＯＡ施設と同等の代替放送局として両国政府間で合意することになっているＶ

ＯＡ施設を日本国外に建設する実費を１６００万ドルから控除した額は，予算規定

の施設改善移転費６５００万ドルから差し引くものとする。
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（別紙２－３）

秘密

メモ

Ｄ．Ｍ．Ｋ．が筆記

１９６９年１２月２日

日本国大蔵省の代表と米国財務省の代表は，日本国への沖縄行政権の返還におけ

る特定の経済的及び財政的側面に関する詳細の折衝において双方が従うべき原則に

ついて，複数回の協議を持った。協議の結果，双方の代表は，以下に概要を示した

理解に至った。

１．民政用及び共同使用の資産の買取り １億７５００万ドル－

Ａ．電力会社

Ｂ．琉球開発金融公社

Ｃ．水道会社

Ｄ．行政組織機構

Ｅ．基地外の道路網

Ｆ．合意される航行及び通信補助装置

（第１段落に対する注記）

(1) 両国は，民政用及び共同使用の資産に対して，異なる価値があるとす

ることを選択できる。

(2) 合計額には，返還の日までの一切の増分が含まれる。

(3) 支払は，返還の日から５年間にわたり，現金による均等年賦払いで行

われる。
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(4) 琉球銀行及び石油・油脂施設に対する米国の権利は，譲渡される。売

却に際しては，米国政府が提示価格を定め，その価格は，以下に説明され

る先買権を実質的に無効とするような人為的な高額ではなく，合理的な価

格であるものとする。

(A) 琉球人は，琉球銀行株の一部ないし全部を提示価格で購入する先買権

を有するであろう。

(B) これら資産を琉球人に対して売り出した後，琉球人が購入しなかった

残余はすべて競売により売却される。

(C) 上記資産の売却の告知は，当該資産に関する問題が実質的に解決され

るに至り，これを公告できるようになった後まで，行わない。

(D) 石油・油脂施設を処分する具体的方法は，未だ決定されていない。

(5) １９６９年１２月以降に，琉球経済におけるプロジェクトに提供する

資金を米国政府が必要とする可能性がある場合には，返還以前のいかなる

民間及び軍民共用資産の処分の効力に関しても，米国政府及び日本国政府

は協議する。かかる処分を行う場合は，協議の上で実行されるものとし，

あらゆる売却益は，日本国政府が合意した１億７５００万ドルから差し引

く。

２．軍の移転費及びその他の返還に関連する費用 ２億ドル（日本国政府は，２－

億ドル相当を，合意した物品及び役務で準備するものとし，本合意書において特

に決定していない限り，軍の移転費用及び返還に起因するあらゆる米国予算を賄

う目的で，返還の発効日から５年以内に，そのすべてを引き渡す。

特定の軍事施設を沖縄外に移転する合意がなされているため，本カテゴリーで
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の合意額は，１億５０００万ドルに減額するのではなく２億ドルのままにとどま

。 ， 。る かかる費用は 返還の前ないし後のいずれでも発生し得るものと理解される

両国政府は，那覇港，那覇空港等の現行の施設に匹敵する新規施設について話し

合う。支払は，必要に応じて多数年にわたって日本国予算に盛り込まれる。本協

定の内容のいずれも，日米地位協定に基づく両国政府の権利ないし義務を損なわ

ない ）。

３．沖縄にある移転不可能な軍事施設は，日米地位協定の条項に従って取り扱う。

（残余の資産）

４．通貨の換算 日本銀行は，６０００万ドルないし現に通貨換算した額のいず－

れか大きい方の金額を，米国財務省の主銀行であり取次ぎ銀行の役割を果たすニ

ューヨーク連邦準備銀行の無利子預金口座に入金する。資金は少なくとも２５年

間，継続して預金されるものとするが，この期間中に，日本国政府は（合意され

た客観的基準により決定されたとおり）収支上の緊急の必要に応えるべく一時的

に預金を引き出すことができる。

５．社会保障 ３０００万ドル （返還後，米国の琉球人被用者に対して日本国－ 。

の社会保障制度を適用するに当たり，かかる琉球人が差別を受けない方法でこれ

を実行する。日本国政府がかかる被用者の返還前の米国による全雇用期間につい

て日本国の社会保障プログラム下での給付金額を算定する目的で，全期間を算入

した上で給付金を授与する場合は常に米国政府に費用がかかることなく行うもの

とする ）。

６．沖縄での経済活動に関し提案された合意内容は，米国の国務省と日本国の外務

省との間で追求されるものとする。


